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はじめに・・一昨年、子ども政策の一元化を目指した〈こども家庭庁〉

が発足し、「こどもまんなか」の政策が展開しはじめ令和６年から本格

的な政策が展開されてきました。 

令和８年度に本格的に実施される〈こども誰でも通園制度〉の政策が、

昨年、今年の２年間全国で実施される予定です。 

この制度は、０歳児から３歳未満児を対象として、両親が働いている

働いていないに拘らず、誰でも月 10 時間を限度に保育園を利用できる

制度です。 

現制度の中では様々な課題点や問題点もあると思いますが、今後の制

度設計を踏まえながらの対応が求められています。 

 

又、新型コロナウイルス感染症が、２類相当から５類に移行して２年 

が過ぎます。 

５類に変更された後も感染者は全国的に出ていますが、患者の把握は

難しく、相当数の人が罹患している事が伺われます。 

 

 コロナウイルスの影響で過去数年間、保育園での行事は思うように実

施できなかった状況がありましたが、少しづつ以前のように戻りつつあ

ります。 

今後、行事の位置づけ等の見直しもしていきます。 

 

法人設立から半世紀の時が流れ、大きな節目を迎えています。ここ数

年、年度途中の職員の退職等で職員の入れ替わりが続き、保育の継承等

が難しい状況がありました。 

 

全職員が心をーつにし、保育のあり方や保育士の資質向上の取り組み

を一層強化していく事が求められます。 

 

【保育のあり方を見つめる】 

・保育事業の在り方、保育内容等について、見直し、再構築を保護者

の意向も踏まえ、職員間の十分な話し合いを進め、子ども真ん中の保

育を保護者と共に行っていきます。 
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【職員の資質向上に向け】 

・近い将来子どもの数は更に減少し、少子化は大きな社会問題になっ

ていきます。当法人においても、子どもの確保などによる安定した運

営のため、保護者に選ばれる、選びたくなる魅力ある保育園を目指し

ていきます。 

 

・保育園で働く職員の過重労働や待遇の低さが全国的に問題になって

います。過重労働改善の手立ての１つとして、ICT（情報通信技術）

の導入や、法人独自の職員配置を確固たるものにしていきます。又、

職員との話し合いをしながら働き方改革を進めていきます。 

 

・働き方改革検討委員会を立ち上げ、職員・役員が一つになって働き

やすい職場を目指していきます。 

 

 【法人の概要】 

・設立認可  １９７４(S４９)年３月１２日 

・設立登記  １９７４(S４９)年４月２２日 

・目的 

  本法人は、多様な保育サービスがその利用者の意向を尊重して

総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人

の尊厳を保持しつつ、心身とも健やかに育成されることを目的と

して、次の社会福祉事業を行います。 

１． 第二種社会福祉事業 

 （イ）保育所の経営 

 （ロ）小規模保育事業所の経営 

 ・所在地  尾張旭市平子町東１５７－１番地 

     〒 ４８８－０８７１ 

     ＴＡＬ   ０５６１－５４－２７０４ 

     ＦＡＸ   ０５６１－５４－７０８５ 

     Ｅメール  miho@asahiokkii.com 

          ホームページ http://asahiokkii.com 
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【運営の経緯】 

〈あさひ保育園（現あさひおっきい保育園）〉 

・１９７４(S４９)６月１日開園定員３０名(産休あけから２歳児) 

  開園当初保育時間  平日 午前７時３０分から午後６時 

            土曜 午前７時３０分から午後２時 

保護者の要望を受け 平日 午前７時から午後７時 

          土曜 午前７時から午後７時 

 ・母子通園、育児相談、保育所体験事業の実施 

 

 ・２００１(H１３)年１１月１日 定員６０名に変更 

   尾張旭市の施設老人憩いの家〔旧平子保育園〕の一部を無償で借

り受けして、園名を〔あさひおっきい保育園〕に変更し移転。 

   ２００５(H１７)年、卒園児の小学生児童（学童わくわく）の受

け入れを始めました。 

   病後児保育も自主事業として始め、事務所、病児室のプレハブを

設置しました。 

  

 ・２００９(H２１)年４月１日 定員５０名に変更 

   年間通して定員減が続き、市と協議のうえ減少しました。 

 

 ・２０１７(H２９)年４月１日 定員６０名に変更 

   市の待機児童の問題も深刻になり、市が老人憩いの家の１室を保

育室として改装し、幼児定員を１０名増加しました。 

 

〈多治見市立池田保育園〉 

・０歳から就学前 定員９０名 

・２００３（H１５）年４月から２０１６（H２８）年３月までの１ 

３年間、民間委託及び指定管理者として運営しました。 

 

〈あさひちいさないえほいくえん〉 

・２０１７(H２９)年４月１日開園 定員１６名(生後６ケ月から２

歳児)、小規模事業所 A 型として、あさひおっき保育園を連携園と

して運営を開始しました。 
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・２０１８(H３０)年４月１日定員１２名に変更 

  ・２０１９(H３１)年定員１２名、受け入れ１４名 

  ・２０２０(R２)年 定員１２名、受け入れ１３名 

・２０２１(R３)年 定員１２名、受け入れ１３名内０歳児４名 

   ・２０２２(R４)年 定員１２名、受け入れ１５名内０歳児６名 

  ・２０２３(R５)年 定員１２名、受け入れ１３名 

  ・２０２４(R６)年 定員１２名、受け入れ１２名 

   

【役員及び委員】 

〈評議員７名〉 

   佐伯  公、石川とみ子、伊藤 有里、雪吹 正則 

   岡田 早紀、水野さやか、若杉 雅樹 

〈理事６名〉 

   加藤 哲雄、川上 雅也、説田ひとみ、宮良 淳子 

   上田 雅世、渡辺 三保 

〈監事２名〉 

   秋田  晋、宍戸 秀之 

 

〈選任・解任委員３名〉 

   一尾 茂疋、横井 幸穂、宍戸 秀之 

 

〈第三者委員２名〉 

   瀬古 径代、菊田 利昭 

 

【実施事業】 

・（保育所の運営）  

  あさひおっきい保育園 定員 ６０名（０歳児から５歳児） 

・（小規模事業所の経営） 

  あさひちいさないえほいくえん定員１２名（０歳児から２歳児） 
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【令和７年度理事会等開催予定】 

 

内部監査（会場・法人本部）（出席者・理事長、園長、監事） 

 ５月２４日（土） 令和６年度事業・決算 

１１月１５日（土） 令和７年度前半期会計及び業務 

  

理事会（会場・法人本部）（出席者・理事、監事） 

５月 3１日（土） 令和６年度事業報告、令和６年度決算 

          監査報告、評議員会議案 

  ６月２１日 (土)   理事長選任 

１０月１８日（土） 令和７年度前期事業報告 

          第一次補正予算 

 ３月 ７日（土） 令和８年度事業計画、令和８年度予算 

          規則規定改正、評議員会議案 

 

  評議員会(会場・法人本部) 

   ６月２１日（土） 令和６年度事業報告、令和６年度決算 

            監査報告、役員選任 

    

 開催時間は何れも 14 時 00 分、開催場所は法人本部事務所とします。 


